
震災特例旅券法廃止法案

東日本大震災から10年が経過し震災特例旅券（*）の発給の申請が行われることが想定されなくなったことから、
震災特例旅券法を廃止する。
（*）震災特例旅券 東日本大震災により紛失した旅券の紛失届を提出した被災者に対し、旅券の残存有効期間（最大10年間）を有効期間の限度として

無償で発給されていた旅券

趣旨

旅券発行
手数料免除

○平成25年3月31日までに紛失届を提出し一般旅券の発給を申請した被災者に対し、紛失した旅券の残
存有効期間を有効期間の限度とする旅券（震災特例旅券）を無償で発給。ただし、１回目に発給される
震災特例旅券の有効期間は最長５年。

○紛失旅券の残存有効期間が５年以上ある場合、１回目に発給された震災特例旅券の有効期間の満了に
当たって、紛失した旅券の残りの残存有効期間を有効期間とする２回目の震災特例旅券の発給を申請で
きる。

○平成23年3月11日から10年経過後、震災特例旅券法に基づき震災特例旅券の発給の申請が行われること
はない。
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